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１．はじめに
　近年、企業経営においてデザインの価値が注目さ
れており、そのデザインを法的に保護する意匠制度
に対して期待が高まっています。

　意匠の出願動向は経済状況や企業活動と密接に結
びついており、これらの分析に基づく結果は、特許
庁の審査や施策検討の基礎資料となります。また企
業活動においても、意匠出願戦略やデザイン開発戦
略等の策定をするための有益な情報になると考えら
れます。
　そこで特許庁では、毎年度、主要各国の意匠出願
動向について、経済状況やデザイン施策の動向をふ
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まえた調査及び分析を行っています。
　本稿では、平成29年度に実施した同調査結果の概
要についてご紹介します。

２．日米欧中韓の意匠登録動向
（１）出願先別の意匠登録件数

2016年発行の意匠公報に基づいた日米欧中韓の
意匠登録件数は652,794件となり、2012年の650,242
件から微増しました（表１）。

出願先国別にみると、日本（JPO）への意匠登
録件数は26,728件、米国（USPTO）への意匠登
録件数は28,889件、欧州（EUIPO）への意匠登録
件数は85,221件、中国（SIPO）への意匠登録件数
は455,482件、韓国（KIPO）への意匠登録件数は
56,474件であり、2012年の登録件数と比較すると、
米国、欧州、韓国で増加し、日本及び中国で減少
しました。

（２）出願人居住国（地域）別の意匠登録件数

2016年発行の意匠公報に基づき、出願人居住国・
地域別に意匠登録件数をみると、日本居住者の意
匠登録件数は31,488件、米国居住者の意匠登録件
数は31,005件、欧州居住者の意匠登録件数は72,492
件、中国居住者の意匠登録件数は445,858件、韓国

居住者の意匠登録件数は59,137件でした（表２）。
2012年の登録件数と比較すると、米国、欧州、

韓国で増加し、日本及び中国で減少しました。

（３）日米欧中韓の間における意匠登録状況（2016年）

上記（１）及び（２）を図式化したのが図１です。
円グラフは（１）の出願先別の意匠登録件数を

示しており、大きさは件数の多さに比例してい
ます。例えば、一番大きい円グラフである中国

（SIPO）の意匠登録件数は455,482件であり、日本
（JPO）、米国（USPTO）、欧州（EUIPO）、韓国
（KIPO）と比較し突出して多い状況です。

矢印は（２）の出願人居住国（地域）別の意匠
登録件数を示しており、太さは件数の多さに比例
しています。例えば、一番太い矢印は米国居住者
の欧州への意匠登録件数を示しており、8,211件と
多い状況です。

このほか、日本への意匠登録件数26,728件のう
ち、日本居住者による登録は22,533件、米国居住
者による登録は1,362件、欧州居住者による登録は
1,112件、韓国居住者による登録は503件、中国居
住者による登録は400件となっています。

また、日本居住者による意匠登録件数31,488件
のうち、日本への出願は22,533件、中国への出願

表１　[出願先国・地域別]意匠登録件数（2012年〜2016年）

表２　[出願人居住国・地域別]意匠登録件数（2012年〜2016年）
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（２）出願人居住国（地域）別の意匠登録件数 

 2016 年発行の意匠公報に基づき、出願人居住国・地域別に意匠登録件数をみると、日本居住者の

意匠登録件数は 31,488 件、米国居住者の意匠登録件数は 31,005 件、欧州居住者の意匠登録件数は

72,492 件、中国居住者の意匠登録件数は 445,858 件、韓国居住者の意匠登録件数は 59,137 件でした

（図２）。 

2012 年の登録件数と比較すると、米国、欧州、韓国で増加し、日本及び中国で減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ [出願人居住国・地域別]意匠登録件数（2012 年～2016 年） 
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１．はじめに 

 近年、企業経営においてデザインの価値が注目されており、そのデザインを法的に保護する意匠制

度に対して期待が高まっています。 

意匠の出願動向は経済状況や企業活動と密接に結びついており、これらの分析に基づく結果は、特

許庁の審査や施策検討の基礎資料となります。また企業活動においても、意匠出願戦略やデザイン開

発戦略等の策定をするための有益な情報になると考えられます。 

そこで特許庁では、毎年度、主要各国の意匠出願動向について、経済状況やデザイン施策の動向を

ふまえた調査及び分析を行っています。 

本稿では、平成 29年度に実施した同調査結果の概要についてご紹介します。 
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図１ [出願先国・地域別]意匠登録件数（2012 年～2016 年） 

  


